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事業名 確認
都市構造再編集中支援事業 □

都市再生整備計画事業（社会資本整備総合交付金） ■

都市再生整備計画事業（防災・安全交付金） □

まちなかウォーカブル推進事業 □



都市再生整備計画の目標及び計画期間 様式（１）-②

市町村名 地区名 面積 17.04 ha

令和 5 年度　～ 令和 7 年度 令和 5 年度　～ 令和 年度

目標

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

都市再生整備計画事業の計画　

産業促進区域の考え方　

公共交通、自転車の利活用など産業促進区域への自動車交通抑制への取組（見込みを含む）　

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

人/日 R5年度 R7年度

万円/年 R5年度 R7年度

人/年 R5年度 R7年度

大目標：産業の活性化や都市基盤整備の推進による住環境の向上等を図り、その波及効果を促すための地域や資源等を有機的に連携する多極ネットワークを形成し、活力やふれあいにあふれた魅力あるまちづくりを進めていく。
　　目標１：工業団地等への産業集積を進めることによる地域の活性化や雇用確保
　　　　　　　菰野インターチェンジ西側においては想定雇用数500人、うち地元雇用割合５割以上（進出予定企業による想定算出）
　　目標２：菰野インターチェンジ周辺地域を新都市拠点とした多極ネットワーク型のまちづくり
　　目標３：都市活動を支える体系的な道路網の確立
産業立地により期待される効果として、雇用の創出、定住者増加による人口流出の防止、地元企業との連携による産業活性化、税収増加等が見込まれる。
これらの効果を、町民への多様な公共サービスの提供、既成市街地の維持・再生、少子高齢化の進行を見据え公共交通の利用増進に資する環境づくり等に還元していく。

菰野町は三重県の北西部に位置し、面積107.28k㎡、西は滋賀県、北はいなべ市、東と南は四日市市に接しています。三重県において北勢地域と呼ばれる地域にあり、四日市市の一部、本町の一部、朝日町、川越町の１市３町で構成される「四日市都市計画区域」に属し
ます。四日市都市計画区域の面積25,232haのうち、3,687haが本町の都市計画区域になります。これは本町面積の約34%にあたります。また、市街化区域、市街化調整区域の区域区分の線引きにより367.9haが市街化区域に区分されます。
土地利用としては本町面積の８割近くが山林、原野、農地で占められています。平成21年以降、都市計画区域内において、新しい国土軸となる新名神高速自動車道路が縦貫し、インターチェンジのアクセス道路となる国道477号バイパスの整備も進んでいることに伴い、大
規模な土地利用の転換が進展し、主に農地・原野が宅地に転用されました。また、菰野インターチェンジが町内中心部に設置され、町民ニーズとして計画的な土地利用誘導・規制を求める声が多くなっています。
しかし、菰野インターチェンジ西側においては大部分が原野で、企業のヤード及び事務所等が１軒立地しているのみであり、インターチェンジ直下というアクセス環境の良さを活かしきれていない状態です。
そのような中、令和２年７月に菰野インターチェンジ周辺を市街化区域へ編入し、西側の音羽地区が工業専用地域、東側の潤田地区が第一種住居地域と準住居地域に指定されました。
同じく令和２年７月に菰野インターチェンジ周辺で計画的で秩序ある新市街地の整備、産業基盤の形成を図るため、菰野インター周辺地区土地区画整理組合が発足しました。当町としても菰野町都市マスタープランにおいて「新名神高速道路菰野ICの開設によるストック
効果を発揮するため、菰野IC周辺で進められている土地区画整理事業を促進し、産業集積や定住促進を目指す」と示しております。この事業を推進し、菰野インターチェンジ周辺を新都市拠点として位置づける土地利用の取り組みが進められています。

・新名神高速道路や菰野インターチェンジ直下という利便性を活かし、産業の活性化や都市基盤整備の推進が求められています。
・交通の変化に対応するため、効果的な交通環境の整備を図るとともに、公共交通機関が利用しやすい環境の整備等により、鉄道、バス等を中心とした総合的な交通ネットワークを構築することが求められています。

①第６次菰野町総合計画 分野別目標（2021年-2031年）（令和３年度策定）
　・菰野インターチェンジ周辺においては、都市機能の誘導による新たな拠点形成や周辺の自然環境と調和した産業振興を図る土地利用を促します。
②第６次菰野町総合計画 第１期行政実施計画（令和３年度～令和５年度）
　・新名神高速道路菰野インターチェンジ開設による各方面への飛躍的な交通アクセス向上を活かし、雇用の確保に向けて菰野インターチェンジ西側の工業団地造成を支援するなど、企業進出を促進します。
③四日市都市計画区域マスタープラン（令和３年２月策定）
　・物流、流通需要に対応するため、新名神高速道路の菰野インターチェンジ周辺等を対象に、 計画的な流通業務地の配置の検討や既存の流通業務団地の維持を図ります。
④菰野町都市マスタープラン（令和２年３月策定）
　・新名神高速道路菰野インターチェンジ西側の区域については、土地区画整理事業等の面的な整備を推進するとともに、特別用途地区の指定等により周辺環境に配慮した工業・流通系の立地誘導を促進します。

都道府県名 三重県
みえけん

菰野町
こものちょう

音羽
おとわ

地区
ちく

計画期間 交付期間 7

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

雇用従業員数 企業進出により雇用人数の確保状況を評価する。 左記の目標値を設定することにより町内の雇用創出を実現する。 20

都市のコンパクト化の方針

工業、流通系の機能の導入を促進するため、土地区画整理事業を行う菰野インターチェンジ周辺地域「音羽地区」を産業促進区域に設定します。本町にとって貴重な資源である豊かな自然環境に調和した計画的な土地利用を図りつつ、地域経済の活性化に資する製造
業等の立地を促進する。

菰野インターチェンジ周辺の開発を行うことにより当該地域を新都市拠点と定め、コンパクトに人や都市機能が集約された環境を造るとともに、本町においては都市計画区域内だけでなく、都市計画区域外にも広く資源が存在していることから、この対流を促すための地域
や資源等を有機的に連携する多極ネットワークを形成し、将来における備えと、生活・産業・観光等のさらなる充実を目指します。

公共交通機関を整備し、デマンド交通利用者の増加を図る。
主要道路に歩道を設置し、徒歩による通勤者の増加を図る。

500

公共交通機関の整備
デマンド交通の利用を促すことにより利用者の人数を評価
する。

左記の目標により、今後の少子高齢化の進行を見据えた、誰もが
暮らしやすさを実感できるまちづくりを実現する。

15,300 17,700

固定資産税収入 企業進出により固定資産税収入の状況を評価する。
増加した収入を町民への公共サービスの提供へ生かし、地域づくり
を発展させる。

450 650



都市再生整備計画の整備方針等 様式（１）-③

計画区域の整備方針

その他

方針に合致する主要な事業

【工業団地等への産業集積を進めることによる地域の活性化や雇用確保】
・上位計画等との整合を図りながら、公共施設の整備改善
・周辺環境の配慮した計画的な土地利用

【基幹事業】　土地区画整理事業

【菰野インターチェンジ周辺地域を新都市拠点とした多極ネットワーク型のまちづくり】
　・市街地の拡散を防止し、都市のコンパクト化を促進
　・地域間交通の利便性を向上させ、広域都市間における連携を強化
　・市街化調整区域・都市計画区域外に向けた新たな対流を創出

【基幹事業】　土地区画整理事業

【都市活動を支える体系的な道路網の確立】
　・都市計画道路の整備
　・歩行者や自転車の安全性確保のための空間整備
　

【基幹事業】　土地区画整理事業



目標を達成するために必要な交付対象事業等に関する事項（都市再生整備計画事業（社会資本整備総合交付金）） 様式（１）-④-２

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象 費用便益比
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費 Ｂ／Ｃ

道路

公園

古都保存・緑地保全等事業

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設

高質空間形成施設

高次都市施設 地域交流センター

観光交流センター

まちおこしセンター

ワーケーション拠点施設

子育て世代活動支援センター

複合交通センター

既存建造物活用事業

土地区画整理事業 組合 間 17.04ha 5 7 5 7 9,333 3,204 743 743

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

バリアフリー環境整備事業

優良建築物等整備事業

住宅市街地 総合整備 事業

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

エリア価値向上整備事業

誘導施設相当施設 医療施設

社会福祉施設

教育文化施設

子育て支援施設

元地の管理の適正化

合計 9,333 3,204 743 0 743 1.7 …A

提案事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費

合計 0 0 0 0 0 …B

合計(A+B) 743

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度

合計 0

0.4

（参考）事業期間 交付期間内事業期間
細項目

交付対象事業費 743 交付限度額 297 国費率

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模

音羽地区

（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目

（いずれかに○） 事業期間
事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模 全体事業費

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模

地域創造
支援事業

事業活用
調査

まちづくり活動推進
事業

事業



都市再生整備計画の区域 様式（１）-⑥

菰野インターチェンジ周辺地区（三重県菰野町） 面積 17.04 ha 区域 菰野町大字音羽字南山、字田福、字南道山及び字古堤の各一部

【図面作成上の留意点】

・下図は都市計画総括図を使用すること。未都計の場合は、適宜下図を

作成すること。

・Ａ４横長であれば、縮尺は自由。ただし、必ずスケールバー・方位を記入

すること。
・都市再生整備計画の区域を赤色太線縁取りし、地区名、区域面積を記
入すること。
・滞在快適性等向上区域を緑色太線縁取り、区域名、区域面積を記入す
ること。
・都市機能誘導区域を橙色点線縁取り、居住誘導区域を青色点線縁取り
すること。
・産業促進区域を紫色太線縁取りし、区域面積を記入すること。
・都市再生整備計画事業において、国の重要施策に合致するものとして
交付率の４５％への引き上げを活用する地区の場合、関連する区域の縁
取り及び凡例を記載すること。

・地区の相対的な位置関係が明確になるように、国道、高速道路、IC、鉄

【記入要領】
・「区域」欄は、計画区域の主な所在地を記入すること。

例）○○町○丁目、○丁目、○○町○丁目の全部と○○町○丁目、○○町○丁目の一部

・一体型滞在快適性等向上事業の場合は、「面積」欄に都市再生整備計画区域のうち、滞在快適性等向上区域

の面積をカッコ内に記載すること。

Ｎ

基幹事業：菰野インター周辺地区土地区画整理



チェック欄

　１）まちづくりの目標が都市再生基本方針と適合している。 ○

　２）上位計画等と整合性が確保されている。 ○

　１）地域の課題を踏まえてまちづくりの目標が設定されている。 ○

　２）まちづくりの必要性という観点から地区の位置づけが高い ○

　１）目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。 ○

　２）指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。 ○

　３）目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。 ○

　４）指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。 ○

　５）地域資源の活用はハードとソフトの連携等を図る計画である。 ○

　１）十分な事業効果が確認されている。 ○

　２）事業連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。 ○

　１）まちづくりに向けた機運がある。 ○

　２）住民・民間事業者等と協力して計画を策定している。 ○

　３）継続的なまちづくりの展開が見込まれる。 ○

　１）計画の具体性など、事業の熟度が高い。 ○

　２）交付期間中の計画管理（モニタリング）を実施する予定である。 ○

　３）計画について住民等との間で合意が形成されている。 ○

都市再生整備計画事業事前評価シート

Ⅱ．計画の効果・効率性

③目標と事業内容の整合性等

①都市再生基本方針との適合等

②地域の課題への対応

⑤地元の熱意

⑥円滑な事業執行の環境

Ⅲ．計画の実現可能性

Ⅰ．目標の妥当性

④事業の効果

計画の名称：音羽地区都市再生整備計画     事業主体名：菰野インター周辺地区土地区画整理組合


